




【単価契約（1㎥あたり）】

下記単価に当該単価の100分の10
に相当する額を加算した金額

予定数量940㎥



















 

 

 

業者特定理由書 

 

下記の理由により見積事業者を特定する。 

 

記 

 

 １ 件  名   豊平峡ダム及び定山渓ダム水質調査業務 

 

 ２ 事業者名   株式会社 福田水文センター 

 

 ３ 特定理由 

 ・本業務は北海道開発局札幌開発建設部(以下、「開発局」という) と共同で行ってい

る継続調査であり、開発局の業務委託により採水されたダム湖水について、浄水処

理に影響を及ぼす項目の水質分析を実施するものである。既に開発局はダム貯水池

水質調査業務を上記業者と契約済である。 

・本業務により得られた測定データは、開発局と相互補完を行っているため、同一日

の同一地点においてダム湖水の採水及び測定を実施する必要がある。 

 ・上記業者に本業務を実施させた場合、確実に同一日の同一地点においてダム湖水の

採水及び測定が可能なため、履行品質が確保できる。また、開発局発注業務にて採

水が行われるため、経費の削減も見込まれる。よって、競争に付するよりも有利と

認められる。 

 

 

 ４ 根拠規定 

   地方公営企業法施行令第２１条の１３第１項第６号に該当すると判断されるため。 

 

総務部総務課 予算執行課 

総務部長 総務課長 調査担当 
係長 

係 
水質管理セ
ンター所長 調査係長 水質管理 

二係長 調査係 
水質管理 
二係 

         





様式 13 

※本様式は「札幌市水道局物品・役務契約等事務様式基準の一部改訂について（令和６年３

月 22 日）」に定められる。 

契約担当  予算執行課 
部 長 課 長 係 長 係  部 長 課 長 係 長 係 

         

 

 業者特定理由書 
 
 下記の理由により見積事業者を特定する。 
 

記 
 
１ 件  名 配水センター計算機ソフト改修業務 
２ 事業者名 美和電気工業株式会社 北海道支社 
３ 特定理由  当該システムは、横河ソリューションサービス㈱が開発し、上記業者

が代理店契約に基づき納入・調整・保守を行っており、水道局は横河ソ

リューションサービス㈱の利用許諾に基づき利用しているものである。 
本業務には、横河ソリューションサービス㈱が保有する著作権（翻案

権）によって生ずる二次的著作物創作の許諾が必要である。本業務で創

作する著作権物及び著作権は横河ソリューションサービス㈱に帰属し

ており、これら著作権等の使用を現在、北海道地区で許諾を得ているの

は、横河ソリューションサービス㈱の総合代理店である上記業者のみで

あることから特定するものである。 
 
 
 
 
４ 根拠規定 
 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第１項 

第１号に該当すると判断されるため。 

  

 備考 この様式により難いときは、この様式に準じた別の様式を使用することができ

る。 




